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　2025年11月29日　　日本障害法学会研究大会　国士舘大世田谷キャンパス
優生思想と障害法の課題
報告レジュメ　　2025/10/11　　　　　藤原精吾（弁護士）
1， 最高裁大法廷判決が切り拓いた「障害者の権利法」
2， 最高裁判決の要旨
（1）障害のある人を選別して国が強制断種手術、強制中絶手術を行った優生保護法は、人の個人としての尊厳を侵し、障害のある人を差別するものであり、憲法１３条及び１４条に違反する。制定の当初から憲法に違反するものであり、違憲の法律を制定した国会議員の立法行為は違法であり、国家賠償法上の不法行為として損害賠償責任を負う。
（2）優生保護法3条による「同意」に基づく手術とされているものも、このような身体侵襲に同意を求めること自体が個人の尊厳と人格の尊重の精神に反し許されない。真の同意とは言えず実質において強制であることに変わりはない。
（3）違憲の人権侵害に対して、その補償と回復を求め、国家賠償を請求することは、不妊手術の主たる対象者が特定の障害等を有する者であり、その多くが権利行使について種々の制約のある立場にあったと考えられること、また法改正後の国・国会・行政庁の対応からみて、２０年の除斥期間の適用は「著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない」。従来の平成元年の最高裁判所判決の判例は変更する。
✪これは、「権利行使についても社会的障壁が存在する」と判断したものと位置づけることができる。
3， 判決が政策を導く
優生保護法裁判は最高裁判決で終わることなく、判決を号砲として障害のある人の人権と尊厳を日本社会に定着させる取り組みをスタートさせた。
そのための体制として、障害のある当事者、優生連（優生保護法の全面解決を求める全国連絡会議）及び弁護団が一体として政府との協議を開始し、協議を通じて優生保護法がもたらし、現在なお法律、行政、社会意識に残っている障害のある人の「完全参加と平等」を妨げている意識と社会的障壁を取り除く取り組みと位置づけられる。
４、基本合意の締結
2024年9月30日次のような内容で「基本合意書」が締結された。
（1）国の責任と謝罪
「国は、最高裁令和６年７月３日大法廷判決を真摯に受け止め、日本国憲法に違反する規定を執行し、優生思想に基づく誤った施策を推進し、特定の疾病や障害を有すること等に係る方々を差別し、特定の疾病や障害を有すること等を理由に優生手術等という個人の尊厳を蹂躙するあってはならない人権侵害を行ってきたことについて、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪する。」
「国は、被害者の被害と名誉、尊厳の回復に全力を尽くすとともに、二度と同じ過ちを繰り返すことのないよう、優生思想及び疾病や障害を有する方々に対する偏見差別を根絶し、全ての個人が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく尊厳が尊重される社会を実現すべく、全府省庁をあげて全力を尽くす。」
（2）「補償法」に基づく全ての被害者に対する補償の実現に向けた施策
　　国は、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に基づき、全ての優生保護法被害者に対する補償の実現をめざし、全力を尽くす。
1 相談窓口の整備、情報保障
　　　国及び各都道府県における相談窓口を整備し、相談及び申請に際しての合理的配慮及び情報保障を徹底すること。
2 広報及び周知
　　　特定の疾病や障害を有する被害者に対し、適切に情報が行き届くよう、広報、周知の方法を工夫、徹底すること。
3 被害者に対し確実に補償を届けるための施策
個別通知を含め、被害者に対し確実に補償を届けるためのあらゆる施策　を検討し、実施すること。
（3）恒久対策等の実施
（ア）優生保護法被害者の被害の回復に向けた施策
　　　謝罪広告をはじめ、可能な限りの被害者の名誉回復のための措置を検討し、実施すること。
（イ）真相究明、再発防止のための調査・検証
二度と同じ過ちを繰り返さないため、第三者機関による、徹底的な調査及び検証を実施する。実施主体や構成員として優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団、優生連等障害者団体の代表を含む。
（ウ）偏見差別の根絶に向けた施策の推進
　　　優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶に向け、法制度の在り方を含め、教育・啓発等の諸施策を検討し、実施する。
５、　継続的・定期的な協議の場の設置
（1）優生保護法問題の全面的な解決に向けた施策等の検討、実施に当たっては、優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団及び優生連と関係府省庁との協議の場を設置し、継続的・定期的な協議を行う。
（2） 定期協議のテーマ
第１作業部会
　被害者に対する完全補償を実施するための具体的取り組み
第２作業部会
【テーマ①】
優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶のために必要な人権教育・啓発（教科書・学習指導要領の改訂の問題、人権教育・啓発に関する基本計画に基づく取組に関する議論等も含む）
【テーマ②】
性と生殖に関する健康／権利（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）を含む包括的性教育
【テーマ③】
インクルーシブ教育
第３作業部会～偏見差別の根絶に向けた作業部会～
【テーマ①】国内人権機関の設置
【テーマ②】政府各省庁の行動計画の改定
【テーマ③】精神科における長期入院等の問題
【テーマ④】障害のある人への子育て支援
【テーマ⑤】意識調査
【テーマ⑥】資料の保存および資料館設立　
6，優生保護法の歴史を検証する体制の発足
第三者機関による、徹底的な調査及び検証を実施する。なお、実施主体や構成員として優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団、優生連等障害者団体の代表を含む。
7，（まとめ）定期協議と検証の課題とした事柄と障害者権利条約
これらの取り組みは全体として障害者権利条約が、障害のある人の権利として定めていることを、日本において完全実施させることを目指すものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
